
類型化の進め方

１．耐震、材料構造
 既認可設備と新規設備が混在し、評価対象機器が多い
 ⼤部分が、⼊⼒条件の変更で評価⼿法等は既認可と変更がないものというのが特徴
 計算書のまとめ方の工夫の余地が⼤きく、計算書のまとめ方そのものが設計方針、評価方針の纏まりとな
る

第１回申請の範囲で計算書のまとめ方を⾒据えた設計方針、評価方針の構築が必要

２．外部衝撃等
 第１回申請範囲において評価対象設備が抽出され（例︓Ⅵ－１－１－１－２－２ ⻯巻の影響を
考慮する施設及び固縛対象物の選定）、評価対象の物量も限定的

 新規制基準での新規要求事項であり、要求事項を踏まえた基本設計方針（本文）、設計方針、評価
方針（添付書類）として記載すべき内容は整理されており、これを踏まえると、類型化の⾻格は構築済

計算書のまとめ方に調整の余地があったとしても設計方針への影響はないことから、
第２回申請へ向けて計算書の構成や記載内容を整理する
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類型化を取り⼊れる条文の抽出

①-1 設計方針からの体系的な整理
基本設計方針、添付書類における設計方

針等の展開における評価プロセス等の観点で
の類型化の検討

② 設計実績からの網羅的な整理
設計図書をもとに実際の設計作業の確認

（同じ作業を繰り返しているもの探し、設計方
針等に展開するための情報抽出等）

①-2各条００別紙４の構成、内容に展開
or

別紙４相当資料を⽤いた構成、内容の概観

類型の考え方、類型方法、類型化の結果の整
理

①-3 代表設備の選定
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①-1（体系的な整理） ▽ □
▽

①-2（各条００別紙４） ▽ □ ▽ □

①-3（代表設備選定）

①-4（類型化補⾜資料） □ ▽ □

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □
▽

①-2（各条００別紙４） ▽ □ ▽ □

①-3（代表設備選定） □
▽

①-4（類型化補⾜資料） □ ▽ □

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） ▽ □ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

①-1（体系的な整理） □ ▽ □ ▽

①-2（別紙４相当） □ ▽ □ ▽

①-3（代表設備選定） □ ▽

②（実態調査）

第三十六条　重大事故対処設備　等

12月

第十二条　溢水による損傷の防止

第十三条　薬品による損傷の防止

第十七条　材料及び構造
第三十七条　材料及び構造

11月

第五条　安全機能を有する施設の地盤
第三十二条　重大事故等対処施設の地盤
第六条　地震による損傷の防止
第三十三　地震による損傷の防止

第⼋条　外部衝撃による損傷の防止（⻯巻）

第⼋条　外部衝撃による損傷の防止（火山）

第⼋条　外部衝撃による損傷の防止（外部火災）

第十一条　火災等による損傷の防止
第三十五条　火災等による損傷の防止

作業会

第１回申請範囲において評価対象設備が抽出され（例：
Ⅵ−１−１−１−２−２⻯巻の影響を考慮する施設及び
固縛対象物の選定）、これらに対する基本設計方針（本
文）、設計方針（添付書類）として記載すべき纏まりは
整理されていることを踏まえると、類型化の骨格は構築
済である。
第２回申請へ向けては、評価対象設備の要求機能の整理
および要求機能を達成するための設計及び評価（構造評
価等）の観点を整理した上で、評価（構造評価等）の特
徴ごとに評価方針、計算書の構成を整える必要があるこ
とから、これらの活動を継続して進める。

既認可設備と新規設備が混在し、評価対象機器が多い特徴を有する
一方で、評価手法自体は既認可手法の範囲に収まるという特徴も合
わせ持つ。こうした特徴から、計算書のまとめ方の工夫の余地が大
きく、計算書のまとめ方そのものが設計方針の纏まりとなることか
ら、第１回申請の範囲で計算書のまとめ方を見据えた設計方針、評
価方針の構築が必要であることから、最終補正までに設計方針、評
価方針、計算書の構成を決定する必要がある。
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